
 

 

2025 年 9 月 17 日 

各 位 

東海ガス株式会社 

 

 

藤枝市・藤枝警察署との「藤枝市交通安全活動に関する協定書」の締結について 

 

 

東海ガス株式会社（本社：静岡県焼津市／本部：静岡県藤枝市、代表取締役社長：丸山一洋）は、藤枝市

および藤枝警察署と連携して市民の交通安全意識及び交通マナーの向上を図り、交通安全日本一の都市の実

現に向けて交通安全啓発に取り組むことを目的として、藤枝市および藤枝警察署と「藤枝市交通安全活動に

関する協定書」を締結いたしました。 

当社は今後も地域・社会の課題解決に貢献できる活動に積極的に取り組み、地域の皆様からより一層信頼

いただけるように努めてまいります。 

 

 

≪藤枝市交通安全活動に関する協定書 締結式≫ 

 

日時：9月17日（水）15：00～ （藤枝市交通安全対策協議会内）  

 

場所：藤枝市庁舎 西館5階 大会議室 （藤枝市岡出山1-11-1） 

 

内容：本協定は、藤枝市・藤枝警察署・当社が密接に連携して交通事故防止のための活動を行うこと 

で、市民の交通安全意識及び交通マナーの向上を図り、交通安全日本一の都市の実現に向けて交 

通安全啓発に取り組むことを目的としています。藤枝市・藤枝警察署・当社は上記の目的を達成 

するため、次に掲げる事項について必要な協力を行います。 

 

・交通安全啓発活動や情報発信など、市民の交通安全意識の醸成に関すること。 

・道路交通法に基づく交通ルール等の情報共有や啓発活動に関すること。 

・その他、交通安全に資する取り組みに関すること。 

 

以上 

 

【本件に関するお問合せ先】 

東海ガス株式会社 

総務人事部（担当：山田） 

TEL：054-647-7152   受付時間：月曜日～金曜日 9：00～17：45 

E-Mail：y-yamada@tokaigas.co.jp 

 


